
主　　　　　　　文
被告人を懲役５年に処する。
未決勾留日数中５４０日をその刑に算入する。

理　　　　　　　由
（犯罪事実）

被告人は，
第１　札幌弁護士会所属の弁護士として，関係人の依頼により訴訟事件その他一

般の法律事務を行い，これに付随して金銭の預託を受けるなどの業務に従事
していたものであるが，平成１０年７月２日ころ，札幌市の被告人が経営し
ていたＡ法律事務所において，Ｂらから，同人及びその家族がＢの実父から
贈与された金員をめぐる，Ｂとその兄弟らとの間の紛争が解決するまでの
間，同人及びその家族名義で定期預金をするなどして保管してもらいたい旨
の依頼を受けて現金１０７６万３５９８円を受領し，これを同人らのために
業務上預かり保管していたところ，同年９月２５日ころ，東京都新宿区のＣ
法律事務所内において，ほしいままに，このうち１０００万円をＤに貸与
し，もってこれを横領し，

第２　人を欺いて金員を交付させようと企て，平成１１年８月４日ころ，札幌市
のＥ方において，同人に対し，真実は旧マルク紙幣等の買い取りに関わる取
引に投資しても，高額の利益を得られる確実な見込みはなかった上，同人か
ら同取引に対する投資名下に受領する資金の一部を自己の用途に費消する意
思であったのにその意図を隠したまま，同取引により短期間で確実に投資資
金を２倍に増やせるかのように装い，「第一次世界大戦の敗戦国であるドイ
ツが，戦勝国である日本に賠償として支払った債券かマルク紙幣の一部を，
皇族や旧皇族が保有しており，それらが特殊なルートで市場に出てきて，換
金されると２倍になる。」「常陸宮や池田家が関与している。銀行が仲立ち
し，日銀も絡む。」「マルク紙幣を鑑定する必要があるが，その鑑定人がお
盆のころにドイツに帰国してしまうので，このチャンスに話を乗せたい。」
「リスクはない。心配ない。」「早ければ今月の２５日か２６日ころに現金
になると思ってくれてもいいですよ。」「幾ら預けてくれますか。」などと
申し向け，前記Ｅをして，投資資金の全額が旧マルク紙幣等の買取に関わる
取引に使われ，同取引により短期間のうちに投資資金が確実に２倍に増やせ
るものと誤信させ，よって，同月５日午前１０時ころ，前記Ａ法律事務所に
おいて，同人から現金５６００万円の交付を受け，更に同日午前１１時こ
ろ，同人方へ電話をかけ，同人に対し，「予定した人が駄目になった。投資
の枠がもう少しあるのでどうだろうか。」などと申し向けて追加投資を求
め，同人をして前同様誤信させ，よって，同日午後６時３０分ころ，東京都
品川区内のホテルにおいて，同人から現金２２００万円の交付を受け，もっ
て人を欺いて財物を交付させ

たものである。
（事実認定の補足説明）

判示第１の事実について，被告人は，Ｂ及び妻のＦから，業務として現金１０
７６万３５９８円を預かったこと，そのうち現金１０００万円（以下「本件預託
金」という。）を，Ｄから旧マルク紙幣あるいは旧マルク債（以下単に「マルク
券」という。）を入手するための保証金として使いたいので貸して欲しいと依頼
されたことから，Ｂらに無断で，Ｄに貸与したことは争わないものの，保証金と
しての性質上，マルク券の清算に関する取引（以下「マルク取引」という。）が
仮に不成立となった場合でも，いわゆる元本割れの問題は全く発生する余地はな
く，これが成功した場合には２０００万円になり，Ｂの利益になると確信してＤ
に貸したものである旨弁解し，弁護人も，被告人の弁解を前提に，被告人には，
横領罪の成立に必要ないわゆる不法領得の意思が存在しない旨主張している。ま
た，判示第２の事実について，被告人は，Ｅにマルク取引に投資するよう申し向
けたこと，同人から合計７８００万円の現金の交付を受けたことは争わないもの
の，２２００万円の追加投資は自らが申し向けたものではなく，Ｅから申し出た
ものであるとして，実行行為の態様を一部争うとともに，マルク券が清算機構と
いう秘密組織（以下「清算機構」という。）を通じて清算され，その結果，マル
ク券の所有者や清算のために資金を拠出した者などに一定の金員が支払われると
いう制度（以下「マルク清算制度」という。）が存在することを確信し，かつ，
マルク券の清算の成功によってＥの拠出金が２倍になることを確信していた旨弁



解し，弁護人も，被告人のこのような弁解を前提に，被告人には，詐欺の故意も
不法領得の意思も存在しない旨主張している。

そこで，いずれも，判示のとおり認定した理由を補足して説明する（なお，以
下の説示においては，公判廷における供述が証拠になる場合も，公判調書中の供
述部分が証拠になる場合も，単に「〇〇の供述」と表記することとする。）。
第１　前提事実

関係各証拠によれば，次の事実が認められる。すなわち，被告人は，昭和
３４年に札幌弁護士会に弁護士登録して同会所属の弁護士となり，昭和３７
年に独立開業し，一時期は年間７０００万円から８０００万円ほどの収入を
得ていたが，平成５年ころから収入が落ち込み始め，さらに，平成６年及び
平成９年の２度にわたり，同弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けたこと
から，顧問先を失うなどし，平成９年ころには年間１０００万円程度までに
収入が減少し，翌１０年には，必要経費が収入を上回る状況となっていた。
他方，被告人は，かねてより金融機関数社から当座貸越契約等を締結するな
どして金銭を借り入れていたが，平成６年に業務停止処分を受けたころか
ら，自己の雇用する事務員らの賞与等を支払えなくなったほか，借入金の返
済を遅滞するようになり，平成７年ころには，自宅兼事務所について競売手
続が開始されるとともに，被告人が昭和４６年ころに自己の資産を管理する
目的で設立した株式会社Ｇが所有していた不動産についても，いずれも前記
借入金の担保となっていたことなどから，ほぼ全ての資産が競売や売却によ
り処分され，平成１１年６月ころには前記自宅兼事務所も競落されるに至っ
たが，なおも４億円余りの借入金返還債務等が残り，加えて，被告人は，こ
れまでの自己の弁護士業務の中で，多数の依頼者に債務を負っていたことか
ら，それらの債務も合わせると，同年７月当時の被告人の債務は少なくとも
約４億８０００万円にのぼっていた。

第２　判示第１の事実について
１　以下の事実は，関係証拠上明白であるか，被告人も自認しているものであ

る。
(1) Ｂ及び妻のＦ（以下「Ｂ夫妻」という。）は，平成１０年５月１１日こ

ろ，Ｂの実父であるＨから，１０００万円の定期預金をＢの家族４人に贈
与されたことから，その定期預金を解約して利息分も含めた合計１００１
万３５９８円を払い戻した上，Ｈから入院費用代などとして預かっていた
現金１００万円と併せたもののうち，現金１１００万円を，Ｆの弟夫妻名
義で定期貯金にしていた。しかし，同年６月２８日夕方ころ，Ｂの兄弟ら
がＢの自宅を訪れ，翌日にＨから贈与された１０００万円を持参して同人
の入院先の病院へ来るよう要求されたことから，弁護士に今後の兄弟らへ
の対応等を相談することを思い立ち，Ｆが電話帳で弁護士事務所を調べ，
五十音順で最初に掲載されていた被告人経営にかかるＡ法律事務所（以下
「被告人の事務所」という。）に電話したところ，被告人から，これから
事務所に来るようにと言われたので，直ちに同法律事務所に向かった。岡
夫妻は，被告人の事務所で前記の事情を説明したところ，被告人から「あ
なた達は，１０００万円については贈与を受けたのであるから，お金はあ
なた達のものになっています。だから，明日は病院に行く必要はありませ
ん。」と教示された。

(2) Ｂ夫妻は，同月３０日，被告人の事務所において，同人に着手金を支払
い，前記受贈した１０００万円をめぐる兄弟間の紛争の解決を依頼し，前
記貯金証書を預けたが，その後，Ｂの兄弟がＢの勤務する厚別郵便局を訪
れ，Ｂの郵便貯金が幾らあるか尋ねたことが判明したことから，このまま
では前記貯金の名義人となっている弟夫妻に迷惑がかかるかもしれないと
の不安を抱き，前記貯金を解約し，その払戻金を被告人に預けることに
し，同年７月２日，被告人の事務所において，前記貯金を解約した１１０
０万円に，自宅から持参した利息分の１万３５９８円を併せた上，これま
でにＨの入院費用等で立て替えていた分の２５万円を差し引いた現金１０
７６万３５９８円を，預かり証と引き替えに被告人に預け，その後，家族
４人名義の委任状を作成して被告人に交付した。なお，Ｂ夫妻は，同月１
０日にＨが亡くなったことから，その葬儀費用等に充てるため，同月中旬
ころ，被告人から７５万円の返還を受けた。

(3) 被告人は，同年９月２４日に上京した際，Ｉ銀行浜松町支店で，本件預



託金をＢの家族４人名義で各２５０万円ずつ定期預金しようとしたが，行
員から，名義人本人が窓口に来ないと口座を開設できないと断られたた
め，定期預金することを断念した。その後，被告人は，訴訟事件の依頼者
であったＪと食事をするため，本件預託金を携帯したまま，新宿区にある
厚生年金会館に赴いたところ，同席したＤから，同預託金をマルク取引の
ために預からせてもらいたいと頼まれた。

(4) 被告人は，翌２５日，判示Ｃ法律事務所内において，Ｄに対し，一時預
かり証と引き替えに本件預託金を貸与したが，その際，一時預かり証の
「但し，頭書金員は，マルク債売買の手付金として預かりました。」と記
載された部分を「但し，頭書金員はマルク債の取引のために，検品のう
え，真正のときに使用されるもので真正でないときは，そのまま（当該現
金）返還される性質のものです。」と訂正させた上，保証の趣旨で，預り
人として，Ｄのほか，弁護士のＣにも連署させた。なお，被告人は，本件
預託金をＤに貸与するに当たり，Ｂ夫妻に了解を得るなどの措置を取らな
かった。

２　まず，本件預託金の委託の趣旨を検討すると，Ｆは，被告人に本件預託金
を預けた経緯や委託の趣旨などについて，公判廷において，概ね，「弟夫妻
名義で貯金していた１１００万円を解約したが，その現金を自宅で保管した
場合，Ｂの兄弟たちがいつ押し掛けてくるか分からないような状況で不安だ
ったので，弁護士である被告人に預けた方が安心だと思い，被告人にその現
金を預かって欲しいと依頼した。その際，Ｈから家族４人で分けるようにと
言われていたので，その言葉どおり，家族４人名義でそれぞれ２５０万円ず
つ定期預金にして欲しいと依頼した。このとき，被告人から，日本の銀行は
危ないということや外国の銀行の方が利息が高いということを指摘され，外
国の銀行に預金しないかとも提案されたが，Ｈが死亡する前に早急に親族間
のもめ事を解決したかったので，外国の銀行では金員の出し入れに日数を要
すると思い，被告人の提案は受け入れなかった。すると，被告人から，札幌
の銀行に預金すると，親族が調べて預金を差し押さえられるかもしれないの
で，東京の銀行に預金した方がいいと提案され，この提案については承諾し
た。その後，被告人に家族名義で預金してもらうため，家族４人名義の委任
状を作成して被告人に渡した。なお，被告人から，１０００万円を証券会社
に預けませんかとか，証券会社から金融商品を購入しませんかとの話を持ち
掛けられたことはなく，自分の方から，贈与税を賄えるだけの利回りのよい
ところに預けて欲しいなどと頼んだこともなかった。どこの銀行に預けるか
との話をした際に利率の話も出たが，被告人と詳しい話はしなかった。マル
ク取引に使っていいと承諾したことはない。」などと供述している。

また，Ｂも，これらの点について，公判廷において，概ね，「Ｆの弟夫妻
名義で貯金していた１１００万円を解約したが，現金を自宅に置いておくと
泥棒に盗まれるなどの心配もあったので，被告人に預けることにした。被告
人に現金を預ける際，Ｈから，税金の関係もあるから家族４人名義で貯金し
ておけばいいと言われていたことから，家族４人名義で預金するようお願い
した。その際，被告人から，札幌近辺だと親族が調べて預金を差し押さえら
れる可能性があるので，遠いところへ預金した方がいいと言われた。外国の
銀行に預けるかという話も出たが，親族間で相続問題が発生し，遺留分など
を兄弟に支払わなければならなくなるかもしれないと考えていたので，直ぐ
に払戻しができるよう国内の銀行の方がいいと思い，その話は断った。被告
人には家族４人名義で定期預金して欲しいと頼み，その後，家族４人名義で
預金することを頼む旨の委任状を作成した。被告人から証券会社に預けませ
んかとか金融商品を買いませんかというような誘いはなかった。少しでも利
回りのよいところに預けてくれと頼んだこともなかった。」などと供述して
いる。

そこで，Ｆ及びＢの供述の信用性を検討すると，両名の供述は，具体的か
つ詳細で，特段不自然，不合理な点はなく，その内容も概ね符合し，相互に
その信用性を補強していること，他の関係証拠との整合性もあること，こと
に，Ｂ夫妻が被告人に本件預託金を家族４人名義で預金するよう委託したこ
とは，Ｂの家族４人名義の委任状が作成されていることや，被告人自身が平
成１０年１２月１６日付け念書において，「貴家四人名義で預金のためにお
預かりしていた金壱千万円は」と記載していることなどによって裏付けられ



ていることに照らし，十分に信用できるというべきである。
これに対し，被告人は，捜査及び公判において，「利息や利回りの一番高

いところに預けて欲しいと依頼されたのであって，銀行に特定されていたわ
けではなかった。」などと，委託の趣旨があたかも本件預託金を利殖させる
ことであったかのような弁解をしているが，前記認定の，Ｂ夫妻が被告人に
依頼した事件の内容や本件預託金を預けた経緯のほか，被告人が自らＩ銀行
浜松町支店で定期預金の申込み手続を行っていること，被告人がＢ夫妻に交
付した平成１０年１２月１６日付け念書に「貴家四人名義で預金のためにお
預かりしていた金壱千万円は」と記載していること，被告人が利回りのよい
投資先などを探した形跡がないことなどの事情に照らすと，その弁解は，明
らかに不自然，不合理であるばかりでなく，被告人自身，最終陳述で，結局
はＢ夫妻から銀行に定期預金して欲しいと頼まれたことを認めていることな
どを併せ勘案すれば，被告人は，Ｂ夫妻から本件預託金を預かった際に利息
の話が出たことを奇貨とし，その話を殊更自己に有利に取り上げて強弁して
いるというほかなく，到底信用できない。

以上のとおり，高い信用性が認められるＦ及びＢの供述によれば，被告人
は，Ｂ夫妻から本件預託金に関し，同人ら家族４名の名義で定期貯金にして
保管する旨の委託を受けたことは明らかである上，委託の趣旨からしても，
預金先は，元金が確実に保証され，いつでも返還を受けられることが契約上
のみならず社会的にも確立されているところであったことも疑問の余地がな
いというべきである。

３　ところで，横領罪における不法領得の意思とは，他人の物の占有者が委託
の任務に背いて，その物につき権限がないのに所有者でなければできないよ
うな処分をする意思をいうと解すべきであるが，前記認定のとおり，Ｂ夫妻
が被告人に対して本件預託金を預けた趣旨は，Ｂの家族名義で定期預金する
ことにあったにもかかわらず，被告人は，マルク券を入手するための保証金
として貸して欲しい旨Ｄに依頼されるや，Ｂ夫妻に断りなく，自己名義で本
件預託金をＤに貸与している上，マルク取引などという，利益はもちろん，
提供した資金の返還さえ確実に保証されていない，いかがわしい取引に使用
するために本件預託金を同人に貸与することがＢ夫妻の意思及び委託の趣旨
に反し，被告人に与えられた権限を逸脱するものであったことは明らかであ
る。しかも，被告人は，同夫妻に事前の了解を得なかった理由として，「一
応説明して，分かってもらえばいいなと思ったけど，よく考えてみたら，な
かなか分かってもらえそうな人ではなかったから。」「Ｂさん夫婦に電話で
旧マルク紙幣のことを説明しても，Ｂさん夫婦から『Ｃ弁護士らに渡すのは
待って下さい。』『Ｃ弁護士らに渡されては困ります。』などと言われると
思った。」などと述べていることに照らせば，被告人が，本件預託金をＤに
預けた当時，同預託金を同人に貸与することが，自己の権限を逸脱し，Ｂ夫
妻の意思ないしは委託の趣旨に反することを明確に認識していたものと認め
られるから，被告人には，何ら不法領得の意思に欠けるところはないという
べきである。

これに対し，被告人は，Ｄに本件預託金を貸与したのは，マルク券の清算が成功
すれば，同人に貸与した１０００万円が２倍の２０００万円になって返還さ
れ，結局，Ｂ夫妻の利益になるのであるから，同夫妻の利益を図ろうとした
ためであった上，Ｄに本件預託金を貸与する際，仮にマルク券の清算が成功
しなかった場合にも，同預託金を確実に返還させるため，弁護士であるＣに
保証させるとともに，一時預かり証の但し書部分を前記のとおり訂正させた
ほか，マルク券の清算が成功し，本件預託金が２倍となっても，被告人には
Ｂに報酬を請求する意思はなかったなどと弁解し，弁護人も，これを前提
に，被告人には不法領得の意思はなかったと主張する。

しかし，提供した資金が確実に２倍になるというマルク取引なるものにつ
いては，一般的な社会常識を備えた者であれば，いかがわしいものとして，
その真実性に疑問を抱くのが当然であるところ，被告人は，社会に生起する
法的紛争の処理等を業務とする弁護士の職にあったのであるから，より一層
このような疑念を抱くとともに，一旦これに資金を提供すれば，利益を得る
ことはおろか，その返還さえ受けられなくなる危険性が存在するとの危惧の
念を抱くはずのものである。ところが，被告人は，Ｄに本件預託金を貸与す
るに当たっても，マルク取引の真実性や安全性等について具体的な調査をし



た形跡がないばかりか，Ｃに保証させ，一時預かり証の但し書部分を前記の
とおり訂正させたとしても，それのみでは，本件預託金を銀行に預金したの
と同視できる程に確実にその返還が担保されたとは到底いえないのであるか
ら，更にＤやＣの資産関係（返済能力）の調査や，他の債権保全策を講じる
必要があるのに，これらの対策を講じた形跡も全くない。このような事情
に，被告人が捜査段階において，「Ｄらから（マルク券の清算が成功すれ
ば）私にも手数料が入ると言われた。Ｄらには（マルク券の清算が成功すれ
ば）５０億円が手数料として払われると聞いたので，私には何千万円かの手
数料は入ってくるのではないかとの期待をもった。」などと，本件預託金を
Ｄに貸与した目的の中に，自己の報酬を得ることも含まれていた旨認めてい
ることなどを併せ勘案すれば，被告人の意図が，専らＢの利益を図ることに
はなかったと認めるのが相当である。なお，前記説示したところによれば，
仮にマルク券の清算が成功した場合に，被告人において，Ｂに報酬を請求す
る意思がなかったとしても，被告人に不法領得の意思があったとの前記認定
を妨げるものではない。したがって，弁護人の主張は採用できない。

４　以上説示のとおり，被告人は，Ｂ夫妻から「家族４人名義で銀行に定期預
金して欲しい」旨の委託を受けて本件預託金の保管を依頼されたのにもかか
わらず，委託の趣旨に反することを認識しながら，同夫妻に無断で，本件預
託金をＤに貸与したのであって，被告人に不法領得の意思があったことも優
に認められる。

したがって，判示第１の事実を認定したものである。
第３　判示第２の事実について　　　

１　以下の事実は，関係証拠上明白であるか，被告人も自認しているものであ
る。
(1) 被告人は，昭和４３年ころ，自己の息子とＥの次男が小学校の同級生で

あったことからＥと知り合ったが，その後，年賀状を出したり，同人が郵
便局に勤務していたことから郵便局簡易保険に加入するなどして，交際を
続けていた。

(2) 被告人は，前記認定のとおり，平成１０年９月２５日，Ｂ夫妻から預か
った１０００万円をマルク取引の保証金として使用するためＤに預けた
が，その後，Ｂ夫妻から再三返還を求められ，同夫妻が札幌弁護士会に相
談に行くなどの事態に陥っても，Ｄからマルク券の清算が実現していない
などとの理由でその返還を受けられず，平成１１年８月当時，Ｂ夫妻に返
還できないでいた。

(3) 被告人は，平成１０年１２月下旬ころ購入した夕刊紙に掲載されてい
た，マルク取引を騙った詐欺が横行しているとして注意を呼びかける内容
の記事を閲読（なお，同記事には「ドイツ大使館によれば，これ（旧マル
ク紙幣）は，当時の『ドイツ帝国鉄道』が発行した一種の商品券で『発行
後すぐに法令で回収され，当然，今は換金できない。』」旨も記載されて
いた。）したほか，平成１１年６月ころ，フリージャーナリストのＫか
ら，マルク取引はインチキであると聞かされた上，同人が執筆し，月刊誌
「Ｌ」に掲載されたマルク取引をめぐる詐欺事件に金融ブローカーが暗躍
している旨の記事のコピーをもらって読むなどした。また，同年７月こ
ろ，清算機構の構成員を自称するＭから依頼され，Ｏに預けたマルク券が
返還されないなどとして，愛宕警察署に被害届を出そうとしたところ，同
署で応対した警察官から，マルク券の有効性につき日本銀行に照会した結
果によれば，マルク券は紙切れ同然の無価値なものであると告げられた。

(4) 被告人は，同年７月１５日に，判示第１の業務上横領事件について，札
幌地方検察庁において，検察官から取調べを受けた際，検察官から，「マ
ルク取引など信用できない。年内に被害弁償できなければ起訴する」旨通
告された。

(5) 被告人は，同年８月３日ころ，Ｍからマルク券の預かり保証金として５
０００万円の調達を依頼されたが，同月４日，Ｅ宅を訪れ，同人に対し，
「第一次世界大戦の敗戦国であるドイツが，戦勝国である日本に賠償とし
て支払った債券かマルク紙幣の一部を皇族や旧皇族が保有しており，それ
らが特殊なルートで市場に出てきて，換金されると２倍になる。」「早け
れば今月の２５日か２６日ころに現金になると思ってくれていいです
よ。」「リスクはない。」などとマルク取引の概要を説明し，具体的な金



額は明示しなかったものの，同取引に資金を投資するよう勧誘したとこ
ろ，同人から，マルク取引に投資するとの承諾を得た。被告人は，同人か
ら，翌５日午前１０時ころ，被告人の事務所において，現金５６００万円
を受け取るとともに，同日午後６時３０分ころ，判示ホテルにおいて，現
金２２００万円を受け取った。

(6) 被告人は，Ｅから５６００万円を受け取った直後，この中から，マルク
取引に関与していたＰに対し，その経営にかかる老人保健施設の運転資金
として２９０万円を送金して貸与したほか，自己が負っていた依頼者への
金銭返還債務を履行するために１６５万円を事務員に渡し，７０万円を自
己の懈怠により競落されてしまった依頼者の不動産を買い戻すために支払
い，８万９０００円を自己の航空券の購入代金として支払うなどした。そ
の後，同月６日，宿泊先の前記Ｄにおいて，Ｐに同様の名目で１５１０万
円を貸し与え，同月７日，自称マルク取引のブローカーであるＱに４００
万円を渡し，同月８日，Ｍに５０００万円を渡したが，結局，同人から２
５００万円の返還を受けたことから，同月１０日，再びＰに２０００万円
を貸し与え，同月１２日，同年７月末に購入したマンションの代金の一部
として５００万円を支払い，そのほか，自己の生活費や借入金の返済など
に使用し，同年８月２６日ころには，Ｅから交付を受けた現金全額をほぼ
使い切った。

２　そこで，まず，Ｅが２２００万円を追加して資金提供した経緯について検討
すると，Ｅは，公判廷において，被告人からマルク取引に資金を投資するよ
う申し向けられた際の状況について，「被告人とは昭和４３年ころに知り合
ったが，最近は付き合いが遠のいていたところ，平成１１年８月４日午後４
時ころ，被告人が自宅を訪問してきたことから，その用件を尋ねると，被告
人は，『実は妙味のある話でしてね。』と切り出し，『第一次世界大戦の敗
戦国であるドイツが戦勝国である日本に賠償として支払った債券かマルク紙
幣の一部を皇族や旧皇族が保有しており，それらが特殊なルートで市場に出
てきて，換金されると２倍になる。』『常陸宮や池田家が関与している。銀
行が仲立ちし，日銀も絡む。』『自分の信頼している人にＭという人がい
て，その人を通じて処理ができる。』『マルク紙幣あるいは債券を鑑定する
必要があるが，その鑑定人がお盆ころにドイツに帰国してしまうので，この
チャンスにこの話を乗せたい。』などとマルク取引の説明を始めた。そこ
で，投資する際の元本割れの危険について尋ねると，被告人は『リスクはな
い。心配ない。』と答えた。被告人から投資した資金が２倍になるまでの具
体的な過程についての説明はなかったものの，被告人の説明を聞き，皇族の
保有する債券あるいはマルク紙幣を日本の銀行が換金し，最終的にドイツ政
府が回収する過程で利益が生まれるものと理解した。マルク取引の話は今ま
で聞いたことはなかったが，被告人の説明を聞くうちに，マルク取引によっ
て投資した資金が２倍になるというのが本当のことだろうと思うようになっ
た。お金がいつころに２倍になるのかと尋ねると，被告人が『回収は，早け
れば今月の２５日か２６日ころに現金になると思ってくれていいですよ。』
と答えたことから，僅か２０日間で投資資金が２倍になり，しかも元本割れ
のリスクもないというのなら，こんな有利な投資はないと思った。平成１０
年１２月ころ詐欺の被害に遭い，４０００万円以上も騙し取られ，その被害
金額を回復させたいと焦っていたことや，被告人が弁護士であること，ま
た，永年の交際によって積み上げられた被告人に対する信頼などから，被告
人の話を信じ，マルク取引に投資することに決めた。被告人に投資する金額
を幾らぐらいにすればいいのか尋ねたところ，『なるべく少人数でまとまっ
た方がやりやすい。』などと言われた。このとき，自宅には投資信託の購入
資金等として現金５６００万円を保管していたこともあり，５０００万円ほ
ど投資しようかと考えたが，投資する金額については少し考えてからにしよ
うと思い，『金額は後で連絡します。』と答えた」旨供述した上，更に２２
００万円を追加して投資するに至った経緯については，「翌５日午前９時こ
ろ，被告人から『幾ら投資してくれますか。』と電話で尋ねられたことか
ら，５６００万円を投資すると返答し，午前１０時ころ，被告人の事務所を
訪れ，一時預かり証と引き替えに，被告人に５６００万円の現金を渡した。
その後，自宅に戻ると，午前１１時ころ，被告人から電話で，『予定した人
が駄目になった。投資の枠がもう少しあるのでどうだろうか。』などと追加



投資の話を持ち掛けられたことから，更にマルク取引に投資することを決
め，この日は東京に行く予定になっていたので，天王洲アイル駅前のホテル
で現金の受け渡しをすることを約束し，貯金を解約するなどして現金化した
上，同日午後６時３０分ころ，約束の場所で被告人と落ち合い，２２００万
円の現金を渡した。」などと供述する。

Ｅの供述中，２２００万円を追加して投資するに至った経緯に関する部分
は，具体的かつ明確で，弁護人の反対尋問にも揺らぐことなく一貫している
上，特段不自然，不合理な点は見受けられないほか，その供述態度は真摯
で，被告人に対する処罰感情についても，「厳重処罰までは望まず，法律に
従って適正に処罰してもらえればよい。」などと述べるなど，殊更に被告人
に不利益な供述をしなければならない理由を見いだし難いことなどの事情に
照らし，十分に信用できるというべきである。

ところで，弁護人は，Ｒ郵便局の回答書によれば，Ｅが同郵便局から金員
を引き出した時間は同日午前９時５０分ころと認められるのに，同人は「午
前１０時ころ，被告人に同人の事務所で現金５６００万円を渡して帰宅した
直後，被告人から追加投資の申出があったことから，郵便局に行き現金２２
００万円を引き出した。」などと客観的事実との整合性を欠く供述をしてい
るから，Ｅの供述は信用性に欠ける一方で，被告人は，捜査公判を通じて，
Ｅから追加投資の申出を受けたと一貫して弁解し，その弁解には高い信用性
が認められると主張する。

確かに，弁護人の指摘するように，Ｅの公判供述のうち，「午前１１時過
ぎに貯金を払い戻した」旨の部分は前記回答書と整合性を欠いていることが
認められる。しかし，Ｅは，この点について，検察官に対して，「被告人の
事務所から戻った後に２２００万円を払い戻したというのは記憶違いだっ
た。改めて考えてみると，被告人に５６００万円を渡してしまうと手元にま
とまった現金がなくなり，不動産や証券等のもうけ話があったときに，うま
く対応できずに困ることになるので，被告人に５６００万円を届ける前に，
時間があったことから，自分や子供名義の貯金を解約して２２００万円の現
金を用意した」旨述べて，自己の公判供述が記憶違いであったことを率直に
認めた上，記憶違いをした理由についても，「貯金を解約した時間ははっき
りしなかったが，解約したのが８月５日であったことは確かであったのと，
被告人から追加投資を求められ，それに応じることを決心し，被告人に２２
００万円を預けたとの記憶が鮮明であったことから，追加投資を決心した後
に貯金を解約したものと思っていた」旨説明しているが，その説明は十分了
解できるもので，格別不自然あるいは不合理な点はない。また，同人の記憶
違いの内容が，時間的な点にとどまるものである上，Ｅが郵便局から貯金を
払い戻したという事実は，同人が，被告人から追加投資を求められてから被
告人に金員を交付するまでの一連の事実の中では，中核的なものとまではい
えないことなどに照らせば，郵便局で金員を払い戻した時間に関するＥの供
述部分が，客観的事実と整合性を欠くとしても，直ちにその供述全体の信用
性が揺らぐものではないというべきである。

他方，２２００万円の追加投資はＥが申し出たとの被告人の弁解を前提と
すると，Ｅは，被告人の事務所において，７８００万円全てを被告人に交付
する意思を有していた上，現に同金員を被告人に交付できるような状況にあ
ったにもかかわらず，同所では被告人に５６００万円のみ渡し，わざわざ東
京まで現金２２００万円を運搬し，これを被告人に渡したことになるが，２
２００万円もの大金を東京まで持参することの煩わしさや危険性に比べれ
ば，被告人の事務所を車で訪れた際に，５６００万円と一緒にこれも被告人
に渡した方がはるかに危険や苦労は少ないことは自明の理であるから，この
点で被告人の弁解は不自然，不合理といわなければならず，Ｅの供述に対比
して到底信用できない。

以上のとおり，２２００万円の追加投資の話は，被告人がＥに対して申し
出たものと認めることができる。

３　次に，被告人がＥにマルク取引に投資するように申し向けた際，被告人に
Ｅを欺罔する意思があったか否かについて検討する。
(1) 被告人は，捜査，公判を通じて，一貫して，マルク清算制度が存在する

旨供述し，その概要について，概ね，「第一次世界大戦で敗戦国となった
ドイツが，戦勝国である日本に戦後賠償として１９２３年発行のマルク紙



幣（以下「旧マルク紙幣」という。）で賠償金を支払った。旧マルク紙幣
は，天皇家が所持していたが，第二次世界大戦前後に，天皇家から各宮家
に渡された。その後，欧州連合が成立し，同連合に加盟している国の統一
通貨として，ユーロが流通することとなったことから，ドイツは，旧マル
ク紙幣や債券を回収することとした。その回収に当たっては，清算機構と
いう秘密の組織が，代金を立て替えるなどして換金（清算）し，それを最
終的にドイツ政府あるいは同国の銀行が買い取ることになる。なお，清算
の対象となるのは，いわゆる真券と呼ばれるものに限られ，全ての旧マル
ク紙幣が清算の対象となるわけではないが，清算が成功した場合には，清
算機構から，マルク券の清算のために資金を拠出した者に，その拠出金の
２倍に当たる額が報酬や手数料として支払われるとともに，清算に尽力し
た者に対しても一定額の報酬が支払われることになる。」などと供述して
いる（なお，被告人は，この点について，陳述書では，「世界には金融秩
序を維持するため各国の通貨の発行等を管理する国際的な金融組織が存在
するところ，同金融組織は，１９２４年，ドイツ帝国が帝国新マルク紙幣
を発行する際，その担保として，同帝国から，流通紙幣・流通公債とは異
なる，同金融組織の箱に入れられた紙幣・公債を取得した上，同帝国に一
定額の通貨発行権を付与し，その紙幣・公債発行の裏付けとなる金地金を
同帝国の紙幣発行銀行に渡した。その金地金は，同金融組織の依頼によ
り，第一次世界大戦の戦勝各国の王室，皇室が貸したもので，天皇も前記
紙幣・公債を担保として金地金を提供した。ところで，前記金融組織は，
十数年間に一度，発券国であるドイツから，前記紙幣・公債を呈示して手
数料をもらうことになっていたものの，第２次世界大戦によって日本で保
管されていた前記紙幣・公債が世界中に散逸してしまったため，清算機構
と呼ばれる組織が，その保管者や仲介人などに手数料等を支払うなどして
蒐集しており，これを清算と呼んでいる。」などと述べ，捜査段階の供述
とは明らかに異なる供述をしている。）。また，被告人が清算機構の一員
だというＭもマルク清算制度は存在する旨被告人の前記供述に沿う供述を
している。

しかし，ドイツ連邦共和国大使館財務担当参事官のＳ作成の捜査関係事
項照会回答書によれば，１９２２年及び１９２３年発行のドイツ帝国証券
並びにドイツ帝国銀行券は，１９２４年に無効となって通用力を失ったこ
と，ドイツ政府及びドイツの公的機関が，現在及び将来において，これら
を買い取ることはないことが認められる。したがって，被告人が供述する
ような，ドイツ政府あるいは同国の銀行が最終的な買取主体となるマルク
清算制度は，およそその存在の前提を欠いているといわなければならな
い。また，そもそも，被告人が供述するマルク清算制度の内容をみても，
第一次世界大戦の敗戦国であるドイツ帝国が，敗戦直後のいわゆる大イン
フレ時代に発行したマルク券が，その清算額に変動があるものの，平成１
０年９月から平成１１年７月ころの相場では，１万枚あたり５００億円か
ら１０００億円もの高額で清算されるというもので，これを行うためには
巨額の資金が必要となると考えられるが，現時点において，そのような巨
額の資金を投入してまでドイツ政府等がこれを買い取らなければならない
理由や必要性を合理的に説明できないばかりか，仮にドイツ政府等がマル
ク券を回収するにしても，清算機構という秘密組織を関与させた上，拠出
金の２倍額という高額な報酬を与えるとの条件を提示してまで資金拠出者
を募る理由も全くないことなどからすれば，その内容は不合理極まりな
く，荒唐無稽ともいうべきものである。加えて，被告人自身，これまでマ
ルク券の清算が成功し，清算金や報酬金が支払われた例を見聞したことが
ないことを自認しているのであって，これらの事情を併せ考慮すれば，被
告人やＭの供述するような，清算機構やマルク清算制度などはおよそ存在
しないことが明らかである。

(2) ところで，清算機構やマルク清算制度が存在しないとしても，被告人に
おいて，これが存在すると確信していた場合には，詐欺の故意が認められ
ないことになるので，以下この点について検討する。

被告人は，捜査，公判を通じて，清算機構やマルク清算制度が存在する
と信じていたと弁解した上，その根拠について，概ね，「平成１０年夏こ
ろ，Ｊの依頼で上京したところ，同人やＤなどを通じてマルク取引を知っ



たが，同年８月ころ，かねてからの知り合いで，マルク買取清算機構の名
刺を持つＴなる人物から，『旧マルク紙幣というのは，１９２３年１０月
に第一次大戦の戦勝国に賠償として発行されたものをいい，日本に対して
も色々な種類の旧マルク紙幣が発行された。今回清算の対象となるのは，
５００ミラーデンマルク紙幣の中の３種類で，かつ，皇族を含む天皇家，
五攝家が所持し，５０００枚ないし１万枚ごとに皇室で制作された箱入り
で保存されたもので，続き番号となっているものである。仲介人は，マル
ク券を所持している宮家と清算人側と両方に通じていなければならない。
マルク券の清算の具体的な手続は，まず，仲介人が宮家にマルク券５００
０枚につき５０００万円の現金又は銀行振出小切手を預けると，宮家が箱
入りの券５０００枚を出してくれることになり，仲介人が清算人側の者に
その旨連絡すると，清算人側が箱に表記されている券の番号を確認した
上，ドイツに電話して当該番号の清算の可否を問い合わせる。ドイツから
ＯＫの返事が出ると，宮家から仲介人や執事などを清算手続に関する代理
人とする委任状を出してもらうとともに，特定の銀行で当該マルク券が真
正か否かを検品し，検品に合格すると，銀行からマルク券の預かり証と清
算残金の支払証明書が代理人に交付され，数日後，銀行から，宮家には清
算金としてマルク券５０００枚につき５００億円が，仲介者には５０億円
がそれぞれ支払われ，マルク券の清算が終了する。』などとマルク取引の
説明を受け，その際，Ｔから，額面５０００億円の小切手のコピーや清算
手続の委任状のひな形などを見せられるなどしたことから，マルク清算制
度が実在する旨確信した。その後，多数のマルク取引の仲介人と関わるよ
うになったが，平成１１年４月２６日ころ，仲介人の１人であるＵの依頼
で上京した際，昭和天皇の後落胤と称されるＰやＭと面識を持ったとこ
ろ，Ｍについては，かつて仲介人の１人であるＶから，Ｍが清算機構の担
当者であり，マルク券の清算を実現する手前までもっていったことがある
と聞いていたほか，Ｍ自身も清算機構のマルク券の清算に関わる担当者で
あると自称していたこと，同人がマルク取引に関する多くの書類を所持し
ていたこと，平成１１年７月末ころ，Ｔと同様，Ｍも額面４５００億円な
いしは５０００億円の小切手のコピーを所持していたことなどから，同人
が清算機構の構成員であると確信するとともに，同人のマルク取引に関す
る話を信用した。」などと供述している。そして，被告人が，Ｅから７８
００万円を受取った後，Ｍに対し，マルク取引に関する保証金とする趣旨
で５０００万円（その後，２５００万円は返還された。）を交付している
こと，被告人のスケジュール帳の平成１１年８月４日の部分に「（Ｅ宅を
訪問し，詐欺被害に遭ったことを聞き）その穴うめにマルク旧紙幣のこと
を話したら，損害金を上廻る金で預けてもよい話になり……こちらも責任
を痛感してお別れする」旨の記載があるなど，一見すると，被告人がマル
ク取引の存在を信じていたことを裏付けるかのような事情もある。

しかし，以下に説示するとおり，被告人においては，清算機構やマルク
清算制度の存在及びその清算の実現性について確信してはいなかったと認
めるのが相当である。
ア  前記説示のとおり，被告人の供述するマルク清算制度の概要は，これ

に資金を投資する者にとっては，保証金等として資金を投資さえすれ
ば，その後労なくして大金を得ることができるという内容のもので，一
般的な社会常識を備えた者であれば，およそ信じるに値しない，いわば
荒唐無稽なものであって，増して，被告人が長年弁護士という職にあ
り，それなりに職務上の経験を積んでいること等に照らせば，これを信
じるどころか，架空のもうけ話に藉口した悪質な詐欺などの手口である
ことに容易に思い至るはずのものである。しかも，被告人は，マルク券
の買取主体はドイツ政府あるいは同国の銀行であるとする一方で，マル
ク券の清算の目的には，日本の皇族救済が一つの目的となっていると
か，清算手続に法務省の職員が関与しているとか供述しているのであっ
て，被告人が供述するマルク清算制度は，その内容及び手続が不合理極
まりないといわなければならない。

イ　マルク清算制度の存在を確信していたとの被告人の弁解は，詰まると
ころ，ＴやＭの話を信用したということをその根拠とするものである
が，被告人がＴやＭの話が信用に値すると考えたのは，同人らが，マル



ク取引に関する多くの書類や額面５０００億円あるいは４５００億円の
小切手のコピーなどを所持していたこと，Ｍについては，前記Ｖから，
Ｍが清算機構の担当者であると聞いていたこと，Ｍ自身もそれを自称し
ていたということに尽きるのであって，被告人の供述によっても，被告
人が見たという小切手は，原本ではなく単なるコピーにすぎない上，Ｔ
らが所持していたという書面の真実性や，同人らの話の信用性を合理的
に裏付ける証拠を確認したものでもない。それにもかかわらず，被告人
は，マルク清算制度の存在等について一度も調査していないばかりでな
く，マルク券の清算が秘密であることや清算の対象となるマルク券が皇
族等が所有するものに限られていることなど，マルク清算制度の根幹部
分について疑問を感じながら，これらの点をＭに尋ねると同人から相手
にされなくなってしまうとの不安から，結局，同人にその理由を問い質
すことさえもできずにいたことなどを自認しているのである。

以上のとおり，被告人がマルク清算制度の存在を信じたとする根拠
は，合理的な裏付けを全く欠いているといわなければならない。

ウ　前記認定のとおり，被告人は，平成１０年１２月下旬ころ，マルク取
引を騙った詐欺が横行しているとして，注意を呼びかける内容の記事を
夕刊紙で閲読した上，平成１１年６月ころには，マルク取引はインチキ
であると主張するフリージャーナリストのＫと会い，同人が執筆したマ
ルク取引をめぐる詐欺事件に金融ブローカーが暗躍している旨の記事の
コピーをもらって読むなどしたほか，同年７月ころ，愛宕警察署の警察
官から，マルク券は紙切れ同然の無価値なものである旨伝えられ，さら
に，同年７月１５日に検察官から取調べを受けた際，検察官からマルク
取引など信用できないと被告人の主張を真っ向から否定されたものであ
る。

また，マルク取引に関する体験等についての被告人の供述によると，
被告人は，平成１０年夏ころから多数のマルク取引の仲介人と称する者
と関わったものの，その中では噂話や伝聞話が飛び交う反面，同人らか
らマルク券の清算が実現したとの話は一切聞いたことがなく，むしろ，
マルク券の清算に期待して半信半疑ながら度々上京するも，結局は同人
らの虚言や甘言に翻弄されただけに終わり，うさん臭い者が関与するこ
とを身をもって認識していたこと，その後，Ｍからマルク取引の話を持
ち掛けられ，マルク券の清算の実現に向けて行動を共にするようになっ
てからも，同人がマルク券の清算を実現させたことはなかったこと，同
人がマルク券を清算させるに当たり採った方法は，清算機構ではなくＷ
という民間企業を関与させるものであったり，Ｐをマルク券の所有名義
人と偽ることを企てるなどしたもので，それまで被告人が認識していた
マルク券の清算過程とはかけ離れた方法であったこと，Ｍからは，しば
しば，それまで受けていた説明と整合性を欠く，不合理な説明や弁解を
受けたこと，同人から５０００万円の調達を求められた８月上旬ころに
も，それまで清算が成功して４０億円の報酬が支払われると確約されて
いたのに，結局は「ちょっと銀行の都合で，金は動かなかった。」など
と不合理な理由によって支払われなかったこと，Ｍによる清算と同様，
清算機構による清算であると信じていた，いわゆるＤルートによるマル
ク券の清算についても，Ｂらから保管を依頼された１０００万円を貸与
してから１０か月以上も経った同年７月ころになっても清算が実現せ
ず，かえって，被告人がＢ夫妻から預託金を返還しないことで弁護士会
に苦情を申し立てられるような窮状に陥っても，Ｄらから種々弁解され
ていっこうに返還を受けられないでいたことが認められる。

これらの事実によれば，被告人は，平成１１年８月当時において，マ
ルク券をめぐる悪質な詐欺が社会問題となっていること，マルク取引の
仲介人と称する者の話には一貫性がなく，これにうさん臭い者が多数関
与していること，Ｍの説明が全面的に信用できるものではなかったこ
と，再三マルク取引が成功すると期待を持たせられながらも，結局は裏
切られていたことなど，マルク清算制度の存在に疑念を抱かせる幾多の
事情を認識していたものと認めるのが相当である。

エ　ところで，被告人は，マルク券の清算が成功し，Ｅの投資した資金が
２倍になると確信していた旨弁解する一方で，Ｅに資金の投資を求めた



当時，マルク券の所在が秘密事項であってその調達が容易ではないこ
と，清算の対象となるマルク券がいわゆる真券に限られ，その全てが清
算の対象となるものではないことなどから，マルク券の清算の実現が極
めて困難であることを認識していた旨自認する供述をしているのであっ
て，この点で，その弁解自体が矛盾しているといわなければならない。
さらに，被告人は，ドイツの銀行等がマルク券の買取主体だと供述する
一方で，清算の対象となるマルク券は，既に通用力を失っており，古銭
的価値もないことを認識していたとか，ドイツの銀行がマルク券を買取
る理由は分からないなどと供述しているほか，本件の取調べを受けるま
で，清算機構で清算の対象となるマルク券が，債券と紙幣のいずれなの
か明確には認識していなかったことが認められる上，その弁解も「私に
してみれば，マルク紙幣だろうがマルク債だろうが，金になればどちら
でもよかった。」などとその理由を合理的に説明するどころか，かえっ
て開き直るような態度を示していること，「私が関心があったのは清算
機構による清算であって，企業がマルクを買い取るというルートには関
心がなかったのです。」などと供述する一方で，平成１１年８月１０日
ころ，Ｍから「Ｗの関係で必要だ。」などと言われ，Ｗが清算機構と無
関係であることを認識しながら，同社によってマルク券の清算が実現す
ることを期待し，Ｅから受領した金員の一部をＭに渡していることな
ど，その弁解と整合性を欠く行動をとっていること，「Ｍは清算機構の
構成員であり，マルクの真券についての情報は全てＭのもとに集まるこ
とになっていましたから，Ｍが確実に旧マルク紙幣の清算を成功させる
と確信していました。」「（マルク券の真券を調達することが）難しい
ことでも，Ｍは清算機構の人間であり，情報の中心にいるわけでしたか
ら，私は，Ｍなら近々成功させてくれると期待していたのです。」など
と述べる一方で，取調検察官からＭの説明の不自然，不合理な点を示さ
れた際には，「Ｍは清算機構の末端にすぎない。」「私は，清算機構と
いう組織を信じたのであって，Ｍという人間個人を全面的に信じたので
はありませんでした。」などと前後矛盾する供述をしている。このよう
に被告人の供述は，不自然，不合理である上，支離滅裂ともいうべき部
分が随所にあって，到底信用できないといわなければならない。

オ　さらに，前記認定の事実によると，被告人は，平成１１年７月当時，
少なくとも４億８０００万円余りの負債を抱えていた上，過去に２度の
懲戒処分を受けていたために弁護士業務による収入は少なく，これによ
る収入では到底その負債を返済できる見込みはなかったことが認められ
るが，被告人自身も「私にしてみれば，マルク取引で金を掴んで順次逆
転を狙うしか方法はないわけでした。」「私には，金を作れるのはマル
クや償還金しかありませんでしたから，家族から小言を言われながら
も，マルク取引等への関与を続けるしかありませんでした。」などと，
このような窮状を打開するには，マルク取引に関与し続け，マルク券の
清算が成功して自己に報酬が入ることを期待せざるを得ない状況にあっ
たことを自認する供述をしている。そして，被告人の自認供述は，被告
人が，これまで多数のマルク取引の仲介人と称する者と関わっていたこ
と，Ｍからマルク券の清算が実現すれば，自らにも報酬が与えられると
の説明を受けていたことなどの事実によっても裏付けられている。

このような被告人の当時置かれていた状況に照らせば，被告人自身
が，自己の負債を返済するためにもマルク券の清算を成功させなくては
ならず，そのために，Ｅに資金を拠出させ，マルク取引に投じさせる必
要性が高かったと認めるのが相当である。
以上説示したとおり，被告人の供述するマルク清算制度の概要が不合理

で，到底信用し難いものであること，マルク清算制度が存在すると信じた
根拠には合理的な裏付けがないこと，被告人がマルク清算制度等について
疑念を差し挟むべき多数の体験をしていること，被告人の弁解が到底信用
できないこと等を総合すれば，被告人は，清算機構やマルク清算制度の存
在及びその清算の実現性については多くの疑念を抱いていたこと，すなわ
ち，マルク取引に投資をしても，高額な利益を得られる確実な見込みのな
いことを認識していたものと認めるのが相当である。そして，被告人が当
時経済的に窮乏状況に置かれていたことを併せ勘案すれば，被告人は，マ



ルク券の清算の実現性について疑念を抱きながら，自己の負債を返済する
ため，マルク券の清算の成功に一縷の望みをかけ，Ｅに対し「リスクはな
い。心配ない。」などと虚偽の事実を申し向け，確実に投資した資金が２
倍になる旨同人を申し欺いて，同人からマルク取引への投資資金名下に合
計７８００万円の交付を受けたものと認められる。被告人は，捜査段階
で，「旧マルク紙幣の買い取りについては，本当に存在する話なのかどう
かという疑いも持っていたのですが，結局，私が自分の借入金を一挙に返
すには，このＭの話を信用して突き進んで行くしかないと思い，言ってみ
れば，一発勝負を賭けたのです。」などと，マルク清算制度の存在に疑念
を抱いていた旨の供述をしているが，被告人のこの供述は，前記認定の事
実等に符合し，被告人の犯行当時の心境を素直に明かしたものとみること
ができ，十分に信用できるというべきである。

なお，弁護人は，被告人が，検察官からＢ夫妻に対して被害弁償しなけ
れば起訴する旨通告されていたのに，Ｍからマルク取引のために要請され
ていた５０００万円を超える７８００万円をＥから受け取りながら，Ｂ夫
妻に被害弁償をしていないことをもって，被告人において，マルク清算制
度の存在や清算の実現を確信していたことを端的に示すものである旨主張
するが，以上説示したとおり，被告人は，当時，清算機構やマルク清算制
度の存在及びその清算の実現性について多くの疑念を抱きつつも，マルク
券の清算の成功に最後の希望をつなげていたのであるから，弁護人が指摘
する事情は，このような被告人の認識と矛盾するとはいえず，前記認定を
左右するものではない。また，被告人がＥから交付を受けた７８００万円
のうちの５０００万円をマルク取引のためにＭに渡したことや，前記スケ
ジュール帳の記載など，一見すると被告人の弁解に沿うかのような前記事
情も，同様の理由から，被告人が清算機構やマルク清算制度の存在及びそ
の清算の実現性について多くの疑念を抱いていたとの認定の妨げとはなら
ないというべきである。

(3) 次に，被告人において，Ｅにマルク取引に投資するように勧誘した際，
交付を受けた金員の一部を自己の用途に費消する意図を有していたか否か
について検討する。

前記認定のとおり，被告人は，Ｅから５０００万円を上回る５６００万
円の交付を受けるや，何ら躊躇することなく，その全額を受け取った上，
更に同人に追加投資の話を持ち掛けて金員を拠出させていること，Ｅから
現金５６００万円を受け取った直後，その中から２００ないし３００万円
を事件関係者らに対する返済や事務所経費等として費消し，その後も，自
己のマンションの購入代金として５００万円を使い，Ｐに請われるまま合
計３８００万円を貸し与えるなどして，Ｅから受領した金員の過半をマル
ク取引以外の自己の用途等のために費消していること，被告人は当時経済
的に困窮していた上，事件関係者らに対する返済金やマンション購入代金
の支払を迫られており，他にこれらの資金を捻出する手段のなかったこと
のほか，被告人が，公判廷において，Ｅから５０００万円を上回る金員を
受領した理由について，「要は，倍にして返せばいいわけですから。」と
弁解し，自己の用途に費消する意図があったことを必ずしも否定していな
いことなどの事情を併せ勘案すれば，被告人は，Ｅにマルク取引に投資す
るよう申し向けるに当たり，同人から交付される金員の一部を自己の用途
に費消する意図を有していたものと認めるのが相当である。被告人は，Ｅ
から交付された金員を自己の用途に費消する意図が生じた時期について，
自己の事務所で同人から５６００万円を交付された時点であると弁解する
が，前記認定のとおり，被告人が，Ｅから金員の交付を受けた直後から，
その一部をマルク取引とは無関係の自己の用途等に費消していたことに照
らせば，被告人の弁解は信用できない。 

なお，弁護人は，前記のとおり，被告人のスケジュール帳に「こちらも
責任を痛感しお別れする。」との記載があることから，被告人の意図は，
専らＥの利益を図るというものであったと主張するが，前記説示によれ
ば，被告人の意図が専らＥの利益を図ることになかったことは明らかであ
る。また，被告人は，Ｅから受領した金員の過半をＰに貸与したことなど
も，広い意味では，マルク券の清算を成功させるためであったなどと弁解
するが，Ｐに金員を貸与することは，被告人がＥに対してなした「投資し



た資金が２倍になって戻ってくる。」「早ければ，８月２６日ころには戻
ってくる。」との説明とは明らかに相反する使途で，このような資金の使
い方をＥが予め了解していたことを窺わせる事情は全くないから，被告人
の弁解は，到底採用の限りではない。

以上説示のとおり，被告人は，当初から，Ｅの資金の一部を自己の用途
に費消する意図を有していたものと認められる。

したがって，判示第２の事実を認定したものである。
（法令の適用）

被告人の第１の所為は刑法２５３条に，第２の所為は包括して同法２４６条１
項にそれぞれ該当するが，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，同法４７
条本文，１０条により犯情の重い第２の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内
で被告人を懲役５年に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中５４０日をそ
の刑に算入し，訴訟費用については，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用し
て被告人に負担させないこととする。
（量刑の事情）

本件は，弁護士であった被告人が，依頼者からの依頼で保管していた現金１０
００万円を，依頼者に無断で，いわゆるマルク取引の仲介人と称する者に貸与し
て横領した（第１の事実）ほか，マルク清算制度の存在や実現性に疑念を持つと
ともに，これに投資しても確実に儲かるとはいえないことを認識しながら，かね
て顔見知りの被害者にマルク取引への投資を勧誘し，同人から合計７８００万円
を騙取した（第２の事実）という事案である。

被告人は，これまで２度にわたり札幌弁護士会から業務停止の懲戒処分を受
け，顧問先を失うなどして収入が減少する一方で，金融機関からの多額の借入金
債務等を負担し，これを返済するために，地道な努力をするどころか，旧マルク
紙幣等の清算が成功すれば，多額の報酬が得られるなどという，荒唐無稽なマル
ク取引にのめり込んだ挙げ句，本件各犯行に及んだものであって，犯行に至る経
緯が，これまでの自己の業務における非違行為や不適切な業務処理に基づく結果
であることに照らしても，その動機は甚だ自己中心的で身勝手というほかなく，
酌量の余地は全くない。犯行態様も，第１の犯行は，弁護士として依頼者から保
管を依頼された現金を横領したもの，第２の犯行は，被害者が，かねてから面識
があり，弁護士の職にもあった被告人を信頼していたのを幸いに，被害者を言葉
巧みに欺いて，金員を騙取したというもので，いずれも被害者らから弁護士とし
て高い信頼を寄せられていたのに，これを裏切る背信性の高い悪質なものであ
る。本件による被害金額も合計で８８００万円と多額にのぼり，被害者らは大き
な経済的損害を受けたばかりでなく，信頼していた被告人の背信的な行為によ
り，甚大な精神的苦痛を被っている。ことに，第１の事実の被害者は，被告人の
誠実な事件処理を期待して金員を預託したものであって，何ら落ち度を見いだす
こともできないことに照らせば，同人の被害感情が厳しいのも当然であり，加え
て，本件各犯行が弁護士あるいは法曹全体に対する社会一般の信用を失墜させた
ことをも考慮すれば，結果もまた重大であるといわなければならない。

こうした事情のほか，被告人が，犯行後も自己の非を認めるどころか，被害者
らのために行ったなどと，不合理な弁解に終始し，反省の態度を全く看取できな
いこと，被害者らに対し，これまで全く被害弁償がなされておらず，今後もその
見込みがないことなどを併せ考慮すれば，被告人の刑事責任は重いというべきで
ある。

他方，被告人には，これまで前科前歴のないこと，７１歳と高齢であることな
ど斟酌すべき事情も若干ながら認められる。

そこで，以上の諸事情を総合勘案し，被告人を主文掲記の刑に処するのが相当
と判断した。

よって，主文のとおり判決する。
（検察官加藤和宏及び国選弁護人村部芳太郎各出席）
（求刑　懲役６年）

平成１４年３月１８日
札幌地方裁判所刑事第１部
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